
愛知県道路メンテナンス会議 設立総会・第１回会議 合同会議 
 

日 時：平成２６年４月２８日（月） 

１３：３０～１５：００（予定） 

場 所：愛知県自治研修所 ８階 講堂 

（名古屋市中区丸の内 ２－５－１０） 

事務局：国土交通省中部地方整備局 

名古屋国道事務所 管理第二課 

国土交通省中部地方整備局 地域道路課 
愛知県建設部 道路維持課 

名古屋市緑政土木局道路建設部 道路建設課 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 

名古屋保全・サービスセンター担当課 

 

議事次第 

                         

進 行：国土交通省中部地方整備局 

名古屋国道事務所  

 

 

第１部 設立総会 

１．開  会           

２．会長あいさつ：名古屋国道事務所長 

３．話題提供：中部地方整備局 道路保全企画官 （資料１） 

テーマ 道路のメンテナンスを巡る全国的な動きについて 

４．設立承認（資料２） 

   １）設立趣旨について 

   ２）規約について 

第２部 第１回会議 

１．議  事 

１）専門部会の設置について（資料３） 

①道路ストック総点検・定期点検部会 

②高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する部会 

      ③研修部会 

      ④地域一括発注検討部会 



２）意見交換 

       （会議の進め方、国への質問、要望、支援要請など） 

３）事務局からの連絡 

①市町村のニーズの把握（希望する支援メニュー等について） 

②今後のスケジュールについて 

２．閉  会 

 

 

 【会議の公開・非公開：第１部のみ公開】 
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道路メンテナンスを巡る
全国的な動きについて

平成２６年４月２８日

国土交通省 中部地方整備局 道路部
道路保全企画官 濱地 仁

資料１
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本日のキーワード

• 加速度的に進展する道路構造物の高齢化

• 老朽化対策

• 戦略的な維持管理・更新（戦略）

• 長寿命化のサイクルを確実に廻す（戦術）

• 点検・評価・長寿命化計画・対策実施・記録

• メンテナンスサイクル

• そのために道路法が改正され、点検が義務化

• 国土交通省と国全体が総力を挙げて取り組む
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太田国土交通大臣の年頭記者会見

＜２６年は「メンテナンス元年」２年目＞

＜今年の公共事業のメインストリーム＞

・防災・減災

・老朽化対策

・メンテナンス

・耐震化
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メンテナンス元年（H25）の取組み Ⅱ

本格的にメンテナンスサイクルを回すための取組みに着手

「社会資本の老朽化対策会議（議長：国土交通大臣）」にて、今後３年間にわたる当面講ずべ
き措置の具体的な取組みを工程表としてとりまとめ

「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議（議長：内閣官房副長官補）」にて、
戦略的な維持管理・更新等を推進するため、数値目標やロードマップを明確にしたインフラの長
寿命化に関する基本方針をとりまとめ

⇒ 今後各省庁毎に「インフラ長寿化計画（行動計画）」を策定予定

当面講ずべき措置を工程表としてとりまとめ（平成25年3月）

インフラ長寿命化基本計画の策定（平成25年11月）

【道路の維持・修繕の充実（ハード対策）】
・点検基準の法定化
・国による修繕等の代行制度の創設

【大型車両の通行の適正化（ソフト施策）】
・制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化（立ち入り検査の実施） 等

道路法改正の概要（平成25年6月5日公布、9月2日一部施行）
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管理者別の道路延長と橋梁数

日本では、全橋梁約70万橋のうち約50万橋が市町村道

【日本の道路種別と延長割合】 【道路種別別橋梁数】

※四捨五入により端数調整している

高速自動車国道（約0.7%)

合 計 約 km （100.0%

直轄国道（約1.9%)

補助国道（約2.6%)

約8,300km

都道府県道（約10.7%)約129,300km

（約84.1%)

約31,900km

1,213,000

約23,200km

）

約1,020,300km 市町村道

自動車
専用道路

幹
線
道
路

生
活
道
路

橋梁（2m以上）

約70万橋

高速自動車国道
約14,000橋

（約2%）

直轄国道
約30,000橋

（約4%） 補助国道
約30,000橋
（約4%）

市町村道
約520,000橋
（約75%）
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都道府県道
約100,000橋
（約15%）

※道路局調べ（ H25.4 ）

※道路局調べ（ H25.4 ）



人と同じく橋も高齢化し、10年後には50歳以上の橋梁が全体の４割以上を構成

道路インフラの現状 ー 橋梁の高齢化

※東日本大震災の被災地域は一部含まず
都道府県・政令市は、地方道路公社を含む

橋：道路局調べ（H25.4）

人口分布：平成22年国勢調査人口等基本集計
（総務省統計局）
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50歳以上
44%（現在）
↓

48%（10年後）

50歳以上の橋
18%（現在）
↓

10年後は43%に

日本の人口 日本の橋
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45～49歳

40～44歳
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（橋）

4,0008,00012,000

（千人）

■人と橋の年齢分布

日本の橋日本の人口



地方公共団体管理橋梁では最近５年間で通行規制等が２倍以上に増加

通行規制橋梁の増加

※東日本大震災の被災地域は一部含まず
都道府県・政令市は、地方道路公社を含む

■地方公共団体管理橋梁の通行規制等の推移(２m以上)
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※道路局調べ（ H25.4 ）

（橋）

※メインケーブルの破
損、主桁の腐食やコンク
リート床版の剥離により
通行規制を実施している
事例



通行止め橋梁の事例

橋梁の通行止めにより、通学路が迂回するなど社会的影響も発生

・橋 長 ：255.3m
・幅 員 ：1.5m
・歩行者交通量：通学 約40人/日,その他 約120人/日

（規制前）
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所在地：中国地方

ケーブルの損傷の状況

1955（昭和25）年開通：58歳

通行止め：平成25年3月～

通行止めの状況
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（２）地方公共団体の現状（技術者、点検方法）
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町の約５割、村の約７割で橋梁保全業務に携わっている土木技術者が存在しない
地方公共団体の橋梁点検要領では、遠望目視による点検も多く（約８割）、点検の

質に課題あり

■市区町村における橋梁保全業務に携わる
土木技術者数

※道路局調べ（ H24.7 ）

※道路局調べ（H25.10）

■地方公共団体が用いている橋梁点検要領
の点検方法

遠望目視など
135
76%

約８割が「遠望目視等」

市町村
173団体

全部材近接目視
38
22%

【点検の質が問題となった事例】
ある市において、遠望目視で点検した約５０橋を対

象に、第三者機関が近接目視による点検を実施したと
ころ、約３割で点検結果が異なっていた。
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道路メンテナンス会議とは

①メンテナンスサイクルを確実に廻してゆくために県内
の全ての道路管理者が参加。

②そのために必要な意見調整・情報共有を行い、点検
や修繕計画等について連携・協力してゆく。

③道路インフラの予防保全・老朽化対策体制強化を図
る。
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ご静聴ありがとうございました。



愛 知 県 道 路 メ ン テ ナ ン ス 会 議 

 

設 立 趣 意 書 （案） 

 
 
 愛知県の道路インフラ（道路管理者が管理する愛知県内の橋梁は、合計約２

万５千橋、トンネルは約１２０本）は、昭和３０年代前半からの高度経済成長

期に集中的に整備され、急速に老朽化が進むことが確実である。今後、これら

の補修や更新を行う必要が急激に高まってくることが見込まれており、厳しい

財政状況にある中、これら老朽化した道路インフラの補修や更新を、いかに適

確に対応していくかが重要な課題となっている。 
 また、橋梁では直轄国道管理分（約１千橋）、愛知県管理分（約４千橋）や名

古屋市管理分（約９百橋）、高速・有料道路分（約２千４百橋）等はもとより、

大部分を占める市町村管理分（約１万７千橋）も含めて、その実態を把握した

うえで、長寿命化も図りつつ見通しを立てた計画的な補修・更新を行っていく

ことが必要となっている。 
 そのためには、国道、高速道路、有料道路、県道、市町村道等の、すべての

道路管理者等が情報を共有し、連携して対応していくことが必要不可欠である。 
 本会議は、愛知県内における道路インフラの維持管理・補修・更新等を効果

的・効率的に行うため、交通上密接な関連を有する道路管理者等が相互に意見

調整・情報共有を行い、道路インフラの点検結果や修繕計画等について協力す

ることにより、円滑な道路管理を促進し、道路インフラの予防保全・老朽化対

策の体制強化を図ることを目的として設置するものである。 

 
 

平成２６年４月２８日 

 
 

資料２
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愛知県道路メンテナンス会議 規約（案） 

 
（名 称） 

第１条 本会議は、「愛知県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。 

 
（目 的） 

第２条 会議は、愛知県内の各道路管理者等が、橋梁等の老朽化対策において連携を強化

することにより、道路の戦略的維持管理・更新等の促進を図ることを目的とする。 

 
（協議事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議する。 

（１） 道路インフラの戦略的維持管理・更新等の全般に係る意見調整・情報共有に関す

ること。 

（２） 道路インフラの戦略的維持管理・更新等に係る点検、診断、修繕及び更新に関す

る調整、技術支援策・発注支援策に関すること。 

（３） その他、道路の戦略的維持管理・更新等に関連し会長が妥当と認めた事項。 

 
（組 織） 

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、愛知県内における高速自動車国道、一般

国道、県道及び市町村道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織する。 

 ２．会議には、会長及び副会長を置くものとし会長は国土交通省中部地方整備局名古屋

国道事務所長、副会長は愛知県建設部道路維持課長、名古屋市緑政土木局道路建設部

長及び中日本高速道路株式会社名古屋支社名古屋保全・サービスセンター所長とする。 

 ３．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

 ４．会議の構成は「別表－１」のとおりとする。 

   ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。 

 ５．会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、高速自動車国道、一般国道、

県道、市町村道の代表者等からなる「専門部会」を設置することができるものとする。 

専門部会は、「別表－２」の構成員の内、個別課題の関係者により構成する。ただし、

必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。 

 ６．会議に、道路インフラ等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機

関等への技術相談の窓口として、「長寿命化推進室」を設置するものとし国土交通省

中部地方整備局名古屋国道事務所に置く。 

 
（事務局） 

第５条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所管理第二課、国土交通省中

部地方整備局地域道路課、愛知県建設部道路維持課、名古屋市緑政土木局道路建設部

道路建設課及び中日本高速道路株式会社名古屋支社名古屋保全・サービスセンター担

当課が担うものとする。 
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（規約の改正） 

第６条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行うことができる。 

 
（その他） 

第７条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。 

 
（附則） 

 本規約は、平成２６年４月２８日から施行する。 
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別表－１ 

愛知県道路メンテナンス会議 名簿（案） 

 所 属 役 職 

会 長 国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所長 

 〃 中部技術事務所長 

 〃 道路部 道路保全企画官 

 〃 道路部 地域道路課長 

副会長 愛知県建設部 道路維持課長 

副会長 名古屋市緑政土木局 道路建設部長 

 名古屋市緑政土木局 路政部長 

 愛知県道路公社 工務課長 

 名古屋高速道路公社 保全課長 

副会長 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 名古屋保全・サービスセンター所長 

 〃 豊田保全・サービスセンター所長 

 〃 多治見保全・サービスセンター所長 

 〃 羽島保全・サービスセンター所長 

 〃 
保全・サービス事業部 

企画統括チームリーダー 

 中日本高速道路株式会社 東京支社 浜松保全・サービスセンター所長 

 〃 
保全・サービス事業部 

企画統括チームリーダー 

 豊橋市 建設部長 

 岡崎市 土木建設部長 

 一宮市 建設部長 

 瀬戸市 都市整備部長 

 半田市 建設部長 

 春日井市 建設部長 

 豊川市 建設部長 

 津島市 建設部長 
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 所 属 役 職 

 碧南市 建設部長 

 刈谷市 建設部長 

 豊田市 建設部長 

 安城市 建設部長 

 西尾市 建設部長 

 蒲郡市 建設部長 

 犬山市 都市整備部長 

 常滑市 建設部長 

 江南市 都市整備部長 

 小牧市 都市建設部長 

 稲沢市 建設部長 

 新城市 建設部長 

 東海市 都市建設部長 

 大府市 建設部長 

 知多市 都市整備部長 

 知立市 建設部長 

 尾張旭市 都市整備部長 

 高浜市 都市政策部長 

 岩倉市 建設部長 

 豊明市 経済建設部長 

 日進市 建設経済部担当部長 

 田原市 都市建設部長 

 愛西市 経済建設部長 

 清須市 建設部長 

 北名古屋市 建設部長 
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 所 属 役 職 

 弥富市 開発部長 

 みよし市 都市建設部長 

 あま市 建設産業部長 

 長久手市 建設部長 

 東郷町 経済建設部長 

 豊山町 経済建設部長 

 大口町 建設部長 

 扶桑町 産業建設部長 

 大治町 建設部長 

 蟹江町 産業建設部長 

 飛島村 開発部長 

 阿久比町 建設経済部長 

 東浦町 建設部長 

 南知多町 建設経済部長 

 美浜町 建設部長 

 武豊町 産業建設部長 

 幸田町 建設部長 

 設楽町 建設課長 

 東栄町 建設課長 

 豊根村 経済土木課長 

 
公益財団法人愛知県都市整備協会 

 まちづくり事業部 
区画整理課長 

事務局 国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所 管理第二課 

 国土交通省中部地方整備局 道路部 地域道路課 

 愛知県 建設部 道路維持課 

 名古屋市 緑政土木局 道路建設部 道路建設課 

 中日本高速道路株式会社名古屋支社 名古屋保全・サービスセンター担当課 



別表－２ 

愛知県道路メンテナンス会議 専門部会 名簿（案） 

 所 属 役 職 

 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 道路構造保全官 

 〃 中部技術事務所 副所長 

  〃 道路部 道路構造保全官 

 〃 道路部 地域道路課長補佐 

 愛知県建設部 道路維持課長補佐 

 愛知県道路公社 工務課長補佐 

 名古屋市緑政土木局 道路建設部 道路建設課長 

 名古屋市緑政土木局 路政部 道路維持課長 

 名古屋高速道路公社 保全課長補佐 

 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 
名古屋保全・サービスセンター 

 総務企画担当課長 

 〃 
豊田保全・サービスセンター 

 総務課企画担当課長 

 〃 
多治見保全・サービスセンター 

 総務企画担当課長 

 〃 
羽島保全・サービスセンター 

 総務企画担当課長 

 〃 
保全・サービス事業部 

企画統括チームサブリーダー 

 中日本高速道路株式会社 東京支社 
浜松保全・サービスセンター 

 総務企画担当課長 

  〃 
保全・サービス事業部 

企画統括チームサブリーダー 

 豊橋市 道路建設課長 

  〃 道路維持課長 

 岡崎市 道路建設課長 

  〃 道路維持課長 

 一宮市 道路課長 
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 所 属 役 職 

 一宮市 維持課長 

 瀬戸市 維持管理課長 

 半田市 土木課長 

 春日井市 道路課長 

 豊川市 道路維持課長 

 津島市 都市整備課長 

 碧南市 土木課長 

 刈谷市 土木管理課長 

 豊田市 道路予防保全課長 

 安城市 土木課長 

  〃 道路維持課長 

 西尾市 土木課長 

 蒲郡市 土木港湾課長 

 犬山市 道路維持課長 

 常滑市 土木課長 

 江南市 土木課長 

  〃 防災安全課長 

 小牧市 道路課長 

 稲沢市 土木課長 

  〃 用地管理課長 

 新城市 土木課長 

 東海市 土木課 統括主幹 

 大府市 維持管理課長 

  〃 土木課長 

  〃 生活安全課長 

 知多市 土木課長 

 知立市 土木課長 

２／４ 



 所 属 役 職 

 尾張旭市 土木管理課長 

 高浜市 都市整備グループリーダー 

 岩倉市 都市整備課長 

 豊明市 土木課長 

 日進市 土木管理課長 

 田原市 土木課長 

 愛西市 建設課長 

 清須市 土木課長 

 北名古屋市 施設管理課長 

 弥富市 土木課長 

 みよし市 土木管理課長 

 あま市 土木課長 

 長久手市 土木課長 

 東郷町 建設課長 

 豊山町 建設課長 

 大口町 建設農政課長 

 扶桑町 土木課長 

 大治町 都市整備課長 

 蟹江町 土木農政課長 

 飛島村 建設課長 

 阿久比町 建設環境課長 

 東浦町 土木課長 

 南知多町 建設課長 

 美浜町 土木課長 

 武豊町 土木課長 

 幸田町 土木課長 

 設楽町 建設課長 
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 所 属 役 職 

 東栄町 建設課長 

 豊根村 経済土木課長 

 
公益財団法人愛知県都市整備協会 

まちづくり事業部 
区画整理課長補佐 

事務局 国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所 管理第二課 

 国土交通省中部地方整備局 道路局 地域道路課 

 愛知県 建設部 道路維持課 

 名古屋市 緑政土木局 道路建設部 道路建設課 

 中日本高速道路株式会社名古屋支社 名古屋保全・サービスセンター担当課 
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愛知県道路メンテナンス会議 概念図（体制・関係）

会議（意思決定）

長寿命化推進室

高速道路
を跨ぐ橋
梁の維持
管理に関
する部会

本局,名古屋国道,中部技術 愛知県（県都市整備協会を含む) ＮＥＸＣＯ中日本 名古屋高速道路 県道路公社

支
援

要 請

○○部会
（テーマ別
に設置）
（必要に
応じて

小委員会
を設置）

指示
承認 提案

報告

要請
支援

道路ストック総点検・
定期点検部会

橋梁小委 舗装小委

法面擁壁小委

道路附属物小委

横断歩道橋小委

事務局（運営）

要 請
支 援

各道路管理者

研修

部会

地域一
括発注
検討
部会

参考資料

支
援

H26.4.28時点



愛知県道路メンテナンス会議「専門部会」概要　　 平成26年4月28日時点

名　称
道路ｽﾄｯｸ総点検
・定期点検部会

高速道路を跨ぐ橋梁の
維持管理に関する部会

研修部会 地域一括発注検討部会

概　要

　県内の名古屋市を除く５３
市町村が実施する道路ストッ
ク総点検および定期点検への
支援を検討・調整する専門部
会。
　平成２５年４月９日に設立
した「道路施設老朽化対策推
進協議会」における内容を引
き継ぐ。
　道路ストック総点検につい
ては、橋梁分野の実施方法お
よび全分野の維持修繕計画策
定の検討・調整を行う。定期
点検については、点検要領等
の検討・調整を行う。

　県内における高速道路を跨
ぐ橋梁の適切な点検、補修の
実施および必要な耐震補強に
ついて、跨道橋の管理者とＮ
ＥＸＣＯ中日本との間で、対
策等必要な事項について検
討・調整を図る専門部会。
　平成２５年１１月１１日に
設立した「愛知県における高
速道路を跨ぐ橋梁の維持管理
に関する連絡協議会」の内容
を引き継ぐ。

　現在、各機関が道路メンテ
ナンスに係わる技術者育成等
を目的とした研修を実施して
いる。そこで、各研修の内容
を把握・整理し、市町村ニー
ズも踏まえた上で、不足して
いる分野を洗い出し、新たに
必要になる研修の内容・実施
方法等を検討・調整する専門
部会。

　道路の老朽化対策の本格実
施に関する提言において地方
公共団体の取組に対する支援
の一つにあげられている「メ
ンテナンス業務の地域単位で
の一括発注および複数年契
約」について、愛知県内にお
ける必要性および実施方法等
を検討・調整する部会。
　今後実施する市町村ニーズ
調査の結果に応じて設置す
る。

構成員

・国土交通省
・愛知県（部会長）
・愛知県都市整備協会
・５３市町村

・国土交通省
・NEXCO中日本（部会長）
・愛知県
・名古屋市
・愛知県道路公社
・名古屋高速道路公社
・関係１０市町

・国土交通省（部会長）
を始めとする全機関

・構成員は、市町村ニーズ調
査の結果に応じて決定

（案）

資料３


